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　中医協総会（小塩隆士会長）は１月18
日、2024年度診療報酬改定に向けた検
討の進め方を了承した。６年に１度の
医療・介護・障がい福祉等のトリプル
報酬改定であるとともに、ポスト2025
年を見据えた医療・介護提供体制の姿
を想定し、報酬改定に取り組むことが
求められている。また、第８次医療計
画や医師の働き方改革、医療DXへの
対応も大きな課題となっている。
　厚生労働省は、2024年度改定の背景
として、以下を指摘した。
①介護報酬・障がい福祉サービス等報
酬との同時改定
②2025年に向けて地域医療構想を推進
するとともに、医療介護総合確保促進
会議による「ポスト2025年の医療・介
護提供体制の姿」が取りまとめられる
③新興感染症対応を含め第８次医療計
画が2024年度から始まる
④2024年度から医師の働き方改革が実
施される
⑤医療DXの取組みが進んでいる
⑥革新的な医薬品や医療ニーズの高い

医薬品の日本への早期上市や医薬品の
安定的な供給を図る観点から、「医薬品
の迅速・安定供給実現に向けた総合対
策に関する有識者検討会」で、薬価制度
などの議論が行われている
⑦プログラム医療機器（SaMD）の検討
が求められている
　これらを踏まえ、それぞれの検討を
行う場を決定した。

介護給付費分科会と意見交換
　同時改定ということでは、前回の同
時改定（2018年度改定）の時と同様に、
中医協と介護給付費分科会において、
各報酬がより有機的に連携した設計に
なるように、それぞれが具体的な改定
項目の議論に入る前に、同時改定に関
する議論を行うため、関係する委員な
どが参加する意見交換会を設定する。
　なお、意見交換会では、具体的な報
酬に関する方針には踏み込まず、新型
コロナの感染拡大を踏まえた今後の健
康危機管理やポスト2025および2040年
を見据えた際の課題や方向性の共有を

目的にする。改定内容の重要な決定は
あくまで中医協で行うとの考えだ。
　開催時期は３月以降、３回程度とす
る。課題としては、認知症やリハビリ
テーション・口腔・栄養、人生の最終段
階における医療・介護、訪問看護、薬剤
管理などをあげた。会議は原則公開で、
保険局と老健局が事務局を務める。
　また、プログラム医療機器（SaMD）
については、AIを備え医学管理を行う
スマホのアプリなど従来の評価の枠組
みが想定していない技術が登場してき
ているため、保険医療材料等専門組織
にワーキンググループを設置し、評価
体系を検証する。
　中医協での2024年度改定に向けた議
論は４月以降に始まる。まずは、第８次
医療計画、医師の働き方改革、医療DX
をテーマに議論する。その後、入院、外
来、在宅、歯科、調剤、感染症、個別
事項（その１）などについて、夏頃までに、
幅広く意見交換を行う。秋頃より、個別
具体的な改定項目（その２）について、診
療報酬でどう評価するかの本格的な議

論が行われる。
　それと並行して、入院・外来医療等
の調査・評価分科会や改定結果検証部
会などで、2022年度改定の検証を含め
た議論が各分野で行われることになる。
　委員からスケジュールに関し、特に
異論はなく了承された。

支払側はメリハリある評価求める
　意見では、支払側の健康保険組合連
合会理事の松本真人委員が、「ポスト
2025年の議論も重要だが、2025年に向
け地域医療構想をきちんと進める必要
があるということを特に指摘したい」
と述べ、着実な地域医療構想の推進を
求めた。また、「新興感染症対応、医師
の働き方改革、医療DX、医薬品の評価、
プログラム医療機器（SaMD）などの課
題に対し、評価の充実を前提とするの
ではなく、メリハリをつけて評価する
ことが大事だ」と釘を刺した。
　また、支払側の委員から、医療DXを
めぐり昨年12月23日に答申が行われた

「医療情報・システム基盤整備体制充実
加算」の評価見直しに関連し、答申書附
帯意見に、「早期に患者・国民の声を丁
寧かつ幅広く聴く」と明記されたことか
ら、患者からのヒアリングの実施を主張
する意見が相次いだ。これに対し、日本
医師会常任理事の長島公之委員は、特
定の意見に偏る意見聴取にならないよう、
ヒアリングの実施方法については、慎重
に検討すべきであると主張した。

保険医療機関の指導・監査等
　そのほか、2021年度の保険医療機関
等の指導・監査等の実施状況が報告さ
れた。個別指導は1,050件で対前年度比
747件減、新規個別指導が4,453件で同
1,538件増。2021年度は、新型コロナの
感染拡大のため見合わせていた新規個
別指導を再開したため増加したが、個
別指導は一部で実施できず減少した。
保険医療機関の指定取消等は26件、保
険医の登録取消等は16人となっている。

2024年度診療報酬改定に向けたスケジュールを決定
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中医協総会 ポスト2025年を見据えた６年に１度のトリプル改定

移転リニューアルを経験して

昨年の７月末に当院の新築移転リ
ニューアルを経験した。旧病院は開設
から約40年が経過しており、建物の
老朽化および耐震構造の問題もあって、
４年程前から計画し順次進めていた。
その時点においては、建設費の高騰の
ため「オリンピックが終わるまで待
て」が通説であった。

市の再開発計画地での移転計画と
あって、プロポ－ザルを経て、コンソー
シアムの一員として進める中での大手
ゼネコンとの折衝や、様々な法令の制
限下で計画を進めることとなり、莫大
な事務的作業を行わなければならな
かった。振り返るとよく無事に移転で
きたものだと思う。

コンソーシアムは２つの街区から
成っており、同じ街区には当院の他に
民間医療機関２施設と商業・ホテル・
共同住宅があり、もう１つの街区は大
学や医療系の専門学校で構成され、サ
ステナブルをキーワードに今後様々な
連携により発展が見込まれる形となっ

ている。
全体計画の関係上、オリンピックが

終わるのを待てず、約４年前に設計・
施工契約をせざるを得なかったが、そ
の後の建設費の上昇を顧みれば幸いで
あった。WAM（独立行政法人 福祉
医療機構）の直近のデータ（2021年度）
では、規模や機能によって異なるが、
医療施設における建設費の平米単価で
は423千円で、2010年度以降で最高額
となっており、今はさらに上昇してい
るとのことである。

新型コロナウイルス禍からの需要回
復に伴う需要逼迫、ウクライナ危機に
よる原材料の高騰、急激な円安の進行

等でプロジェクトの延期や計画の見直
しなどが相次ぎ、先行きの不透明さに
対する懸念が強まっている。また、診
療報酬においてはプラス要素がみえて
こない中、病院経営においては非常に
厳しい環境である。次の世代に置き換
わったとき、今回と同じようなことが
果たして可能なのかとても心配である。

VUCA（Volatil ity Uncertainly 
Complexity Ambiguity）時代といわ
れているが、グロ－バル化・デジタル
化・少子高齢化などの社会変化に対応
するには、人材マネジメントのアップ
デ－トと更なる経営基盤の強化が喫緊
の課題であろうと考える。（三井慎也）
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　会計検査院は１月13日、新型コロナウ
イルス感染症患者受入れのため、2020
年度から実施している病床確保事業等
の検査結果を公表した。新型コロナ患
者受入れのための病床確保の補助金事
業の実施状況を調査。病床を確保して
も、看護師などが確保できずにコロナ
患者の受入れを断っていた医療機関が
あることなどから、厚生労働省に対し、
事業の見直しに関し、所見を示した。

　2020・2021年度の病床確保事業で補
助金を受けていた496医療機関を検査

（全3,483医療機関の14.2％）。確保病床
の病床利用率が50％を下回っていた医
療機関にアンケート調査を実施すると、
看護師などの増員を見込んで、病床を
確保したが、実際は想定した人数を確
保できず、コロナ患者の入院受入要請
を断っていたと回答した病院があった。
　また、実際の入院に伴う診療報酬額

と病床確保料を比
べると、医療機関
によって大きな差
があり、医療機関

により「機会損失」を上回る病床確保
料を受けている医療機関があり、そ
の逆もあった。
　会計検査院はこうした調査結果を受
け、厚労省に、「交付金は、確保病床の
運用に必要な看護師等の人員が確保で
きているなど実際に入院受入体制が
整っている確保病床を交付対象とするも
のであることを明確に定めるべき」と指
摘した。また、看護師などの確保が困難

になった場合には、医療機関と調整を行
うことを都道府県に指導すべきとした。
　また、病床確保料の上限額の設定が
適切であるかを改めて検証し、検証結
果を踏まえた上限額や算定方法の見直
しの検討を求めた。確保病床への病床
確保料であれば、コロナ患者が実際に
入院した場合の診療報酬、コロナ患者
のために休止した病床の病床確保料で
あれば、休止前入院患者の診療報酬を
参考にすることを提案した。
　この問題は、各都道府県庁から問い
合わせが来ると考えられるので、十分
に話し合いを行っていただきたい。

コロナ病床確保事業の見直しで所見

　厚生労働省の第８次医療計画等に関
する検討会（遠藤久夫座長）は昨年12
月23日、「地域医療構想及び医師確保
計画に関するワーキンググループ」（尾
形裕也座長）がまとめた第８次医療計
画の地域医療構想に関する意見の報告
を受けた。地域医療構想は2025年まで
の取組みとなっており、当面、現行の
枠組みでの取組みを着実に進めるが、
第８次医療計画期間中に2025年を迎え
るため、2025年以降の取組みについて
は、今後、2040年を見据えた中長期的
課題として、改めて整理し、検討する。
　当面の地域医療構想の取組みの進め
方では、民間病院の取組みの加速化を
求める意見が出る一方、客観的なデー
タに基づく議論が、地域の地域医療構

想調整会議で行われるよう、厚労省に
偏りのない資料作成を求める意見が、
医療提供者側の委員から相次いだ。
　同日の検討会に厚労省が示した資料
の中で、「地域医療構想調整会議にお
ける対応方針の検討状況」（下記の図表
を参照）をめぐり議論があった。地域
医療構想では、将来的な病床機能ごと
の医療需要の変化を踏まえ、それに対
応できる地域の医療提供体制を整える
ため、医療機関の再編・統合を含めた
対応方針を定めることになっている。
　医療機関の区分別に、対応方針の協
議状況をみると、再検証対象医療機関
を除く「新公立病院改革プラン・公立
病院経営強化プラン対象病院」の対応
方針の措置済みを含む「合意済」の割合

は、医療機関単位で99％、病床単位で
99％となっている。
　一方、「その他」は、医療機関数では
29％、病床数単位で39％にまで下がる。

「その他」の医療機関は概ね民間病院
と想定されるため、健康保険組合連
合会専務理事の河本滋史委員などが、
民間病院の取組みの加速化を求めた。
　しかし、これに対しては、「大阪で
は多くの民間病院が協議に参加し、合
意している。都道府県別にみないと実
態を見誤る」（加納繁照委員・日本医療
法人協会会長）、「有床診療所が『その
他』に入っているが、地域医療構想は
病院を中心に進めているので誤解を招
く」（今村知明委員・奈良県立医科大学
教授）などの意見が相次いだ。

　厚労省担当官は、「地域医療構想は
公立・公的医療機関の協議を先行させ
ているので、対応に違いが出るものと
理解している。データの出し方につい
ても、都道府県別のデータも示すなど、
改めて検討する」と回答した。
　全日病副会長の織田正道委員は、

「データの出し方については、実数も
きちんと示してほしい。主に民間病院
の『その他』の母数は１万494で、その
３割は3,150ぐらい。公立・公的病院
は合わせて1,200程度なので、対応し
ている民間病院の方がずっと多い」と
指摘した。

何を指標に構想を推進するか
　第８次医療計画策定に向けた地域医
療構想の意見のとりまとめでは、地域
医療構想の基本的な枠組みを維持しつ
つ、着実に取組みを進めるとの方針を
確認した。その際に、都道府県は、「毎
年度、対応方針の策定率を目標とした
PDCAサイクルを通じて、地域医療構
想を推進する」と明記した。
　また、病床機能報告上の病床数と将
来の病床の必要量について、データの
特性だけでは説明できないほどの差が
生じている構想区域について、その要
因の分析・評価を公表するとともに、

「必要な方策を講じる」としている。
　織田委員は、「当初の地域医療構想
の議論が、各医療機能の病床数を『（推
計に基づく2025年の）病床の必要量』
に合わせなければいけないという方針
になってしまったために、実際は不足
していない回復期病床の増床が行われ
るなど、地域の医療提供体制に混乱が
生じた。病床の必要量自体も、2013年
時点の入院受療率や人口推計から算出
した2025年の推計であり、古すぎる。
地域医療構想を推進するにあたって
は、病床の必要量に合わせることを
強調するよりも、地域の医療機関間
の連携や住民の満足度など定性的な
評価を含めて、地域医療構想のPDCA
サイクルを回すことが大事だ」と強調
した。

2025年までの地域医療構想の取組みの着実な推進を明記

会計検査院 人員不足で受入れを断った医療機関を問題視

厚労省・第８次医療計画検討会 民間病院の対応方針の策定率向上を求める

　今回のコロナ騒動の悩ましい点は
感染防止と病院経営を両立しなけれ
ばならないことだと思います。その
ような中、2025年の地域医療提供体
制構築のため地域医療構想が進めら
れていますが、今回のコロナ騒動で
起こった患者の受療行動の変化によ
り５年早く、外来患者の激減が起こっ
てしまいました。いずれ、アフター・
コロナ時代が来るとは思いますが、一
旦変わった患者の受療行動が戻ると

は思えません。
　今後の人口構造の変化を考えると、
医療機能の分化・連携強化・集約化は
避けられない課題であるし、在宅から
医療・介護までの一連の患者の流れの
中で自院がどの領域で役割を果たせる
のかが求められていると思います。そ
のことを考えると現在、各地で開催さ
れている地域医療構想調整会議では、
高度急性期、急性期、回復期、慢性期
の数合わせ的な議論が行われています

が、そうではなく、特定機能病院、地
域医療支援病院や専門医療機能を持っ
た一部の病院・診療所を除き、地域の
住民の「かかりつけ」的な機能すなわ
ち、住民が困った時に何とかしてくれ
る病院が求められていると思います。
まさに全日病会員病院の得意とすると
ころであります。
　しかしながら、外来・入院収益はや
や持ち直しつつあるも、人口構造の変
化を考えると今後の医療経営は厳しい
と言わざるを得ません。
　そのような中、国は地域医療構想を
粛々と進めていく方針に変わりはなく

「重点支援区域の申請」と「病床機能再
編支援補助金」の仕組みを示し、医療

賢い機能分化とダウンサイジング
機能の統合・削減に公費を投入する体
制を築こうとしています。すなわち国
の主導で機能分化とダウンサイジング
を積極的に進める方針だと思います。
現在、各医療機関はコロナの受け入れ
の有無に関わらずコロナの影響を強く
受けていることは事実であり、その状
況が劇的に改善するとは思えません。
今後の医療経営は、これまで以上に地
域の人口動態・高齢化の状況を睨みな
がら、国が積極的に進めようとしてい
るこういった仕組みを活用し、地域医
療構想に則った賢い機能分化と賢いダ
ウンサイジングを真剣に考えていくこ
とも必要なのかもしれません。
　　　　　　　　　　　　（牧角寛郎）



2023年（令和5年）2月1日（水）	 全日病ニュース	 （3）

　社会保障審議会・医療部会（永井良
三部会長）は昨年12月23日、かかりつけ
医機能の制度整備を含む「医療提供体
制の改革に関する意見」（意見書）を大筋
でまとめた。国民・患者の医療機関の
選択に役立てるための医療機能情報提
供制度の刷新と、かかりつけ医機能の
充実・強化を図るためのかかりつけ医
機能報告制度の創設が柱となる。厚生
労働省は、同日の議論を受け、修正し
た意見書を12月28日に公表している。
　「医療提供体制の改革に関する意見」
は、医療提供体制の改革に関する基本
的な考え方を示した上で、◇かかりつ
け医機能が発揮される制度整備◇医療
法人制度の見直し◇地域医療構想の推
進◇医療従事者に関する取組の推進─
の具体的な改革の内容を示している。
　基本的な考え方では、新型コロナ対
応について触れ、「行政による事前の準
備が十分でなかったため、全国的な感
染拡大による急速な医療ニーズの増大
に直面」したと表現した。これに関し、
全日病副会長の神野正博委員は、「『行
政による事前の準備が十分でなかっ
た』というよりも、診療報酬を含め、病
院が余裕のある体制を持つだけの制度
的な対応がなされていなかったことに
大きな原因がある」と指摘した。
　意見書では、新興感染症対応と通常
医療の両立を図るため、「平時から入院・
外来・在宅にわたる医療機能の分化・
強化と連携を図る」ことの重要性が、コ
ロナ禍により改めて認識されたと強調し、
今後の対応を図る必要があるとしてい
る。一方、高齢者の増加と生産年齢人
口の減少が続くことから、医療資源には
限りがある。このため、「機能分化と連携、
人材の確保を一層重視した国民目線で
の提供体制の改革」を進めることなどが、
喫緊の課題であると位置づけている。

性急な制度改革は望ましくない
　具体的な改革では、「かかりつけ医機
能の制度整備」に多くの頁を割いた。
　かかりつけ医機能については、2013
年の日本医師会・四病院団体協議会の
合同提言や、診療報酬における慢性疾
患を有する高齢者などへの評価が行わ
れてきた。しかし、医療計画等の医療
提供体制に関する諸施策に位置付けた
取組みは、これまで行われていない。
　意見書は、人口構造の変化などによ
り、医療資源に限りがあることも踏ま
え、「治す医療」から「治し、支える医療」
を実現するためにも、かかりつけ医機
能の制度整備が必要としている。
　その際に、「国民・患者がそのニーズ
に応じてかかりつけ医機能を有する医
療機関を選択し、利用することができ
る仕組みとし、医療機関は地域の実情
に応じて、その機能や専門性に応じて
連携しつつ、自らが担うかかりつけ医
機能の内容を強化する仕組み」との基
本的な考えを打ち出した。
　かかりつけ医機能の制度制度をめ
ぐっては、抜本的な改革を含め、これ
までさまざまな意見があった。
　しかし、意見書では、「我が国の医療
制度が、フリーアクセスの保障、国民
皆保険、医師養成のあり方と自由開業
制、人口当たりの病床数といったさま
ざまな要素が微妙なバランスの上に成
立していることに鑑み、エビデンスに
基づく議論を行い、現在ある医療資源
を踏まえ、性急な制度改革がなされな
いよう時間軸に十分に留意することが
必要」であり、今回の改革案に至った
としている。

医療機能情報提供制度の刷新
　改革案の柱の１つが「医療機能情報
提供制度」の刷新である。現状の「医療
機能情報提供制度」に対しては、医療
部会の議論において、「内容の具体性に
乏しい」、「診療報酬点数（の項目）その
ままでは理解しづらい」といった意見が
あり、実際に医療機関を選択する手段
としては、「不十分」とされた。
　このため、以下のような見直しを実
施する。
　まずは、「かかりつけ医機能」の定義
を法定化する。定義は、現行の医療法
施行規則で、「身近な地域における日常
的な医療の提供や健康管理に関する相
談等を行う医療機関の機能」とされて
いることを踏まえた内容とする。
　医療機関は、国民・患者による医療
機関の選択に役立つ情報と医療機関間
の連携に係る情報を都道府県に報告す
るとともに、都道府県知事は、報告さ
れた「かかりつけ医機能」に関する情報
を国民・患者にわかりやすく提供する。
　このため、情報提供項目を見直すと
ともに、都道府県ごとに公表されてい
る医療機関に関する情報について、全
国統一のシステムを導入する。
　情報提供項目のイメージとしては、
◇対象者の別（高齢者、障害者、子ど
もなど）◇日常的によくある疾患への
幅広い対応◇医療機関の医師がかかり
つけ医機能に関して受講した研修など
◇入退院時の支援など他の医療機関と
の連携の具体的内容◇休日・夜間の対
応を含めた在宅医療や介護との連携の
具体的内容─を例示した。
　なお、具体的な項目の内容などは、
今後、有識者や専門家などが参加する
会合で、詳細を検討する。また、医療
機能情報の公表の全国統一化は2024年
度以降に実施するとしている。

かかりつけ医機能報告制度の創設
　特に、在宅を中心に、入退院を繰り
返し、最後は看取りを要する高齢者が、
今後さらに増加することから、そうし
た高齢者へのニーズに対応するかかり
つけ医機能の充実・強化を図る必要が
ある。このため、かかりつけ医機能報
告制度を創設する。
　具体的なニーズとしては、①持病（慢
性疾患）の継続的な医学管理②日常的に
よくある疾患への幅広い対応③入退院時
の支援④休日・夜間の対応⑤在宅医療
⑥介護サービス等との連携─をあげた。
　かかりつけ医機能報告制度では、医
療機関がこのようなニーズに対応する
機能や、それを今後担う意向などを都
道府県に報告する。連携して機能を発
揮する場合には、連携する医療機関も
報告する。この報告に基づき、都道府
県は、地域における機能の充足状況や、
これらの機能をあわせもつ医療機関を
確認・公表するとしている。
　その上で、都道府県は、医療関係者
や医療保険者などが参画する地域の協
議の場で、不足する機能を強化する具
体的方策を検討し、結果を公表する。
　その際に、多様なすべての機能を一
人の医師・一つの医療機関だけで担う
ことは現実的ではなく、個々の医療機
関の機能強化に加え、医療機関の適切
な連携を通じて、機能の強化を図るこ
とが重要であることも強調した。
　医療部会では、これに関連して、次
のような意見があった。
　「個々の医療機関の機能を向上させる
ため、一定の報告基準を国が統一的に
定めるべき」、「研修の受講を必須とすべ

き」、「医療機関からの報告だけでは不十
分であり、公的な認定によって一定の
質を担保する仕組みを設けるべき」、「全
人的な診療に対応できる総合力を有す
る医師は重要である」、「こうした医師を
養成するため、病院が研修を行う役割
を担うべき」、「大学病院等の大病院から
患者を逆紹介させる仕組みが必要」─。
　都道府県が、地域の協議の場におい
て検討する具体的方策については、以
下のような事項を例示した。
　◇病院勤務医が地域で開業し地域医
療を担うための研修や支援の企画実施

（例えば、在宅酸素療法、在宅緩和ケア、
主治医意見書の書き方等。研修先の斡
旋や研修中の受け持ち患者の診療支援
も考えられる）◇地域で不足する機能を
担うことを既存または新設の医療機関に
要請◇医療機関同士の連携の強化（グ
ループ診療、遠隔医療やオンライン資格
確認の活用等）◇在宅医療を積極的に担
う医療機関や在宅医療の拠点の整備◇
多職種連携の推進◇地域医療連携推進
法人の設立活用（個人立を含めた医療機
関の連携を可能とする新類型を設ける） 
　神野委員は、こうした取組みを推進
するための電子的な情報共有の基盤と
なる全国医療情報プラットフォームの
構築について、「急性期、回復期、慢性期、
介護等の情報を共有することが、かか
りつけ医機能の制度整備においても、
肝になってくる。その基盤作りをきち
んと議論しないといけない」と指摘した。

書面交付のあり方にさまざまな意見
　意見書はさらに、慢性疾患を有する
高齢者が在宅で医療を受ける場合をは
じめ、患者が継続的な管理を必要とし、
患者が希望する場合に、医療機関がか
かりつけ医機能として提供する医療の
内容について、「書面交付」などを通じ
て、説明するとした。
　神野委員は、「この書面交付において
も、全国統一化を検討してほしい。また、
病院団体の関係者からは、書面交付が
煩雑となり、業務に負荷がかかること
のないよう求める意見が出ており、で
きるだけシンプルなもの、そして必要
かつ十分なものが望ましい」と述べた。
　「書面交付」に関してはそのほか、「子
どもを含め幅広く対象とすべき」、「継続
的な管理が必要と判断される患者に限
定すべきではない」、「情報の一元化やそ
の調整窓口を想定し、患者と医師との
関係は１対１にすべき」、「その情報を都
道府県に登録し保険者が把握できるよ
うにすべき」、「複数の医療機関から書面
の交付を可能とすべき」との意見が出た。
　これらの取組みについては、今後設
置される有識者や専門家による会合で、
詳細が検討される。
　また、医療法に基づく「良質かつ適切
な医療を効率的に提供する体制の確保
を図るための基本的な方針（告示）」な
ど関係法令を改正する。2025年度を目
途に、個々の医療機関からの機能の報
告を受けて、地域の協議の場における

「かかりつけ医機能」に関する議論を開
始する。具体的な方針が決定した段階
で、医療計画に反映する（第８次医療
計画の中間見直しを想定）とのスケ
ジュールを描いている。

医療法人経営情報DBを構築
　医療法人制度の見直しでは、医療法
人の経営情報のデータベース構築があ
る。これについては、「医療法人の経営
情報のデータベースの在り方に関する
検討会」が2022年11月にまとめた報告

書に基づき、「医療法人の経営情報を把
握・分析し、医療機関の経営状況を踏
まえた政策の企画・立案に活用すると
ともに、医療の現状と実態を国民に丁
寧に説明するため、新たな制度として
医療法人の経営情報を収集してデータ
ベースを構築する」との考えを示した。
　新たな制度の対象については、施行
後に決算期を迎える医療法人から対象
とし、「施行時期は2023年度の可能な範
囲で早期」とすることを提案した。
　なお、「職種別の給与費については、
医療現場の負担等を踏まえ、任意報告
事項とすべきとの意見があった一方で、
公的価格評価検討委員会からの職種別
給与費データは確実に提出すべきとの
要請を踏まえ、制度発足時は任意報告
事項とするが、施行後早期に提出状況
を評価し、義務化も含め検討すべきで
はないかとの意見があった。こうした意
見に鑑み、制度発足時は任意の報告事
項としつつ、制度施行後の状況を踏ま
え、必要な対応について引き続き検討
すべきではないか」との文言を明記した。
　地域医療連携推進法人については、

「個人立を含めた医療機関がヒト（医師
等）やモノ（医療機器等）の融通を通じ
た連携を可能」とする新類型を設け、
個人立医療機関の参画を可能とする。
　その際に、◇個人立医療機関は個人
用資産と医療資産の分離が困難である
ことなどに鑑み、カネ（資金）の融通（出
資、資金の貸付）は不可とする◇カネ
の融通をしない場合には、公認会計士
または監査法人による外部監査を不要
とする─などの対応を講じる。
　また、地域医療連携推進法人につい
て、「複数の構想区域にまたがる場合の
理由」や「大学病院が参加している影響、
特に医師確保の観点から法人に参加す
る医療機関等への影響や参加していな
い地域の医療機関等への影響」などを
検証する必要性を指摘した。
　認定医療法人制度では、持ち分の定
めのない医療法人への移行を促す観点
から、相続税・贈与税の税制優遇措置
を行っている。これについて、期限で
ある「2023年９月」を延長するとともに、
移行期限を認定から「３年以内」を「５
年以内」に延ばすことを提案した。

2025年以降の地域医療構想
　地域医療構想は当面、2025年までの
計画となっているが、今後、高齢者人
口がピークを迎えて減少に転ずる2040
年頃までを視野に入れつつ、コロナ禍
で顕在化した課題を含め、中長期的課
題について整理し、新たな地域医療構
想を策定するとの考えで一致した。
　今後の取組みについては、「必要な医
療を面として提供するための医療機関
ごとの機能分化と連携が重要である、
かかりつけ医機能や在宅医療を取り込
むため、外来医療、在宅医療の整備計
画の中で新たな方向性や目標を踏まえ
ながら、2025年以降の入院需要を推計
していくべき」であることなどを示した。
　そのほか、意見書では、医療従事者
に関する取組みの推進として、◇医療
従事者のタスク・シフト／シェアの推
進と医師の働き方改革◇医師偏在対策
等、医療の担い手の確保に関して、意
見をまとめている。

かかりつけ医機能の制度整備の意見などまとめる
社保審・医療部会 医療機能情報提供制度の刷新とかかりつけ医機能報告制度の創設医療機能情報提供制度の刷新とかかりつけ医機能報告制度の創設
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　中医協総会（小塩隆士会長）は昨年
12月23日、オンライン資格確認導入の
原則義務付けの経過措置と医療情報・
システム基盤整備体制充実加算の取扱
い、医薬品の安定供給のための取組み
の推進に向けた診療報酬上の加算の取
扱いに関して、加藤勝信厚生労働大臣
の諮問に対し答申した。また、これら
の措置が2023年４～ 12月までの特例
措置であることを念押しするなど、５
項目の答申書附帯意見をつけた。
　医療DXを推進するため、オンライ
ン資格確認の導入・普及を徹底させる
観点から、医療情報・システム基盤整
備体制充実加算を期限付きで充実させ
る①初診時・調剤時の評価の引上げ②
再診時の評価の新設③オンライン請
求を求める要件の見直し─を行う。こ
れらは特例措置との位置づけで、2023
年４～ 12月までの間の措置とする（５
面右下の図表を参照）。
　現行の医療情報・システム基盤整備
体制充実加算では、マイナンバーカー
ドを活用しない場合（加算１）は４点、
活用する場合（加算２）は２点に下が
る。今回の対応では、「加算１」を４点
から６点に引き上げる。また、再診に
おける評価として、「加算３」（１月に
１回、２点）を新設する。調剤管理料
の「加算１」は３点から４点に引き上
げる（６月に１回）。
　さらに、オンライン請求を求める要
件を見直す。現行では、オンライン請
求を行っていることが加算を算定する
要件となっている。この要件を緩和し、
オンライン請求を2023年12月31日まで
に開始する旨の届出を行っている医療
機関・薬局であれば、2023年12月31日
までの間に限り、要件を満たしている
とみなし、加算を算定できる。
　2023年４月に義務化されるにもかか
わらず、オンライン資格確認システム
を導入し、運用している病院、医科・
歯科診療所、薬局は、2022年12月18日
時点で39.1％、義務化対象外の紙レセ
プトで請求を行っている施設を除くと
42.1％となる。病院のみだと52.1％、
52.2％で半数を超えている。
　義務化に対応できない「やむをえな
い事情」が、医療機関などにあると考
えられ、今回の対応では、それを６項

目に分類して、それぞれに対して経過
措置を設けることにした。対応は以下
のとおりとなった。

（１）「2023年２月末までにベンダーと
契約締結したが、導入に必要なシステ
ム整備が未完了の医療機関、薬局」は

「システム整備が完了する日まで（遅く
とも2023年９月末まで）」

（２）「オンライン資格確認に接続可能
な光回線のネットワーク環境が整備さ
れていない医療機関、薬局（ネットワー
ク環境事情）」は「オンライン資格確認
に接続可能な光回線のネットワークが
整備されてから６か月後まで」

（３）「訪問診療のみを提供する医療機
関」は「訪問診療のオンライン資格確
認（居宅同意取得型）の運用開始（2024
年４月）まで」

（４）「改築工事中、臨時施設の医療機
関、薬局」は「改築工事が完了するまで、
臨時施設が終了するまで」

（５）「廃止・休止に関する計画を定め
ている医療機関、薬局」は「廃止・休
止まで（遅くとも2024年秋まで）」

（６）「その他特に困難な事情がある医
療機関・薬局」は「特に困難な事情が
解消されるまで」
　最後の「その他特に困難な事業」と
は、「自然災害等により継続的に導入
が困難となる場合」、「高齢の医師等で
レセプト取扱件数が少ない場合（目安
として月平均レセプト件数が50件）」
を例示した上で、個別判断するとした

（４面左下の図表を参照）。
　これらの経過措置の要件に該当せず、
オンライン資格確認の義務化に従わな
い場合は、療養担当規則の違反になる。
厚生労働省は、直ちに保険医療機関等
の取り消しという手段は取らず、地方
厚生局による個別の指導が行われると
の姿勢を示している。
　厚労省は、オンライン資格確認の
2023年３月末の状況について、直近の
導入ペースでみると全体で58％になる
が、システム事業者の対応を最大化さ
せることで74％、さらなる導入加速化
で８割を超える導入率を見込んでいる。
一方、マイナンバーカードの申請件数
は約8,473万枚で人口比67.3％（2023年
１月22日）。オンライン資格確認システ
ムは医療DXの基盤になると考えられ

ており、政府は導入
に向けた支援に本腰
を入れている。

支払側委員が一斉に
反対表明
　ただ、12月21日の
中医協総会の議論で
は、診療側がこれら
の見直しに、賛意を
表明したのに対し、
支払側の委員が一斉
に反対を主張した。
反対の最も大きな理
由は、12月21日の2023年度予算編成を
めぐる加藤勝信厚労相と鈴木俊一財務
大臣の大臣折衝により方針が決まり、
21日夜の中医協に、加藤厚労相による
諮問が出され、年内の答申が求められ
るという唐突さにあった。
　健康保険組合連合会理事の松本真人
委員は、「このタイミングでの議論は
全くの想定外。中医協として丁寧に議
論すべき」と訴えたが、通常改定で実
施するような公聴会やパブリックコメ
ント募集も行われず、中医協の議論が
軽視されることへの懸念を表明した。
　加算の充実にも反対があり、全国健
康保険協会理事長の安藤伸樹委員は、

「診療報酬の評価は、患者・国民の負
担に見合うものでなければならない。
患者が現状でマイナンバーカードを活
用したオンライン資格確認にメリット
を感じているとは思えず、国民の理解
を得られない」と述べた。
　一方、日本医師会常任理事の長島公
之委員は、「複数疾患を抱える高齢者
に適切な医療を提供するには、医療機
関等が連携し、面としての機能を発揮
し、患者を支えることが求められる。
そのためには、患者がかかっているす
べての医療機関を網羅した医療情報等
を迅速に情報収集することが必要にな
る。それを個々の医療機関等が問診票
で行うことは大変で、オンライン資格
確認システムが有用だ」と強調した。
　支払側は、12月23日の総会の議論を
経て、答申書附帯意見をまとめた上で、
厚労省の提案を受け入れた。附帯意見
では、医療情報・システム基盤整備体
制充実加算の充実についても、オンラ

イン資格確認の原則義務化の経過措置
についても、「延長は行わないこと」を
明確にする文言を盛り込んだ。
　また、「患者がマイナンバーカード
を用いて、医療機関等を受診すること
で、健康・医療情報に関する多くのデー
タに基づいた安心・安全でより良い医
療を受けることが可能になるなど、
様々なメリットがあることについて、
広く患者・国民が理解し、実感できる
よう、関係者が連携して周知等に取り
組んでいくこと」との文言などをつけ
た（５面の「答申書附帯意見」を参照）。

一般名処方加算などの引上げ
　医薬品の安定供給問題を踏まえた診
療報酬上の特例措置では、診療報酬に
おいて、◇処方箋料での一般名処方加
算の引上げ◇入院基本料等での後発医
薬品使用体制加算の引上げ◇処方料で
の外来後発医薬品使用体制加算の引上
げ─を行う。調剤報酬では、地域支援
体制加算の引上げを行う（５面右下の
図表を参照）。
　一般名処方加算については、追加の
施設基準として、「薬剤の一般名処方
を記載する処方箋を交付する場合には、
医薬品の供給状況等を踏まえつつ、一
般名処方の趣旨を患者に十分に説明す
ることについて、当該保険医療機関の
見やすい場所に掲示」を満たしていれ
ば、「加算１」は７点を９点に、「加算２」
は５点を７点に、それぞれ２点の引上
げを行う。
　一般名処方加算では、交付した処方
箋に１品目でも一般名処方が含まれて
いる場合は「加算２」を、後発医薬品
が存在するすべての医薬品が一般名処
方されている場合は「加算１」を算定
することになっている。
　後発医薬品使用体制加算（入院初日）
については、追加の施設基準を設定し
た上で、「加算１（90％以上）」は47点を
67点、「加算２（85％以上）」は42点を62
点、「加算３（75％以上）」は37点を57点
と、それぞれ20点をプラスする。
　施設基準には、「医薬品の供給が不
足等した場合に当該保険医療機関にお
ける治療計画等の見直しを行う等適切
に対応する体制を有していること」、

「投与する薬剤を変更する可能性があ
ること及び変更する場合には入院患者
に十分に説明することについて、当該
保険医療機関の見やすい場所に掲示し
ていること」などを加える。
　処方料の外来後発医薬品使用体制加
算についても同様に、施設基準を追加
した上で、「加算１（90％以上）」は５点
を７点、「加算２（85％以上）」は４点を
６点、「加算３（75％以上）」は２点を４
点に、それぞれ２点をプラスする。
　薬局においては、調剤基本料で後発
医薬品調剤体制加算を算定している場
合の地域支援体制加算について、追加
の施設基準を設けた上で、加算の種類

オンライン資格確認の導入・普及で診療報酬引上げ
中医協総会 医薬品の安定供給のための診療報酬上の対応も講じる
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に応じて、それぞれの点数を引き上げ
ている。
　施設基準では、「地域の保険医療機
関・同一グループではない保険薬局に
対する在庫状況の共有、医薬品融通な
どを行っていること」などを追加した。
取組みの例としては、「地域の薬局間
での医薬品備蓄状況の共有と医薬品の
融通」、「医療機関への情報提供（医薬
品供給の状況、自局の在庫状況）、処
方内容の調整」、「医薬品の供給情報等
に関する行政機関（都道府県、保健所
等）との連携」をあげ、それを薬局の
見やすい場所に掲示することを求めた。
　医薬品の安定供給問題を踏まえた診
療報酬上の対応も、　2023年４～ 12月
までの特例措置としている。

診療報酬では解決できない課題
　2021年以降、医療用医薬品の供給は、
出荷の調整・停止や販売中止が相次ぎ、
出荷調整等の影響のために代替となる
医薬品の確保などの業務が増大してお
り、医療機関・薬局・医薬品卸の大き
な負担となっている。
　厚労省の安定供給確保に関するアン
ケート調査（2022年８月末時点）によ
ると、医薬品の「欠品・出荷停止」「限
定出荷」は223社１万5,036品目のうち、
全体の28.2％、後発品の41.0％で発生
した。出荷停止となった1,099品目の
うち、683品目が行政処分を受けた７
社が製造する医薬品であった。
　医薬品の不安定供給に関する医療機
関へのヒアリングでは、入院医療でも

「欠品が多く、通常使っている医薬品
と異なるため、追加的な説明が必要と
なり、それでも患者の不安がぬぐい切
れない」などの意見が寄せられている。
　後発品メーカーの薬機法違反を契機
として始まったこうした問題に対し、
厚労省は今後の改善策を示している。
具体的には、◇2023年度薬価改定で、
不採算品算定の特例を実施した医薬品
について、安定供給を製薬企業に求め
る◇製薬業界と国が連携しつつ、各医
薬品の正確な供給状況について、でき
る限り迅速に把握・提供する取組みを
実施する◇安定供給に向けた産業構造
を含めた課題について、「医薬品の迅
速・安定供給実現に向けた総合対策に
関する有識者検討会」で議論する─こ
となどをあげた。
　医薬品の安定供給問題を踏まえた診
療報酬上の特例措置についても、中医
協総会の議論では、診療側が賛意を表
明したのに対し、支払側の委員が難色
を示した。松本委員は、「医療機関や
薬局の業務負担が増していることは理
解するが、医薬品供給問題への対応は
本来業務なのではないか。最大の被害
者である患者・国民に負担を転嫁する
のはいかがなものか」と問いかけた。
　これに対し、日本慢性期医療協会副
会長の池端幸彦委員などは、医療機関
などにおける現場の苦労を訴え、理解
を求めた。支払側は、オンライン資格
確認の導入促進のための対応と同様に、

「延長は行わないこと」を明確にした
上で、厚労省の提案を了承した。
　一方、診療報酬上の対応を行ったと
しても、医薬品の安定供給問題は解決
しないという認識では、診療側・支払
側は一致している。小塩会長は、「薬
価や診療報酬では解決できない産業構
造、ビジネスモデル、供給体制の再検
討が求められている」と指摘した。
　今回の診療報酬改定については、特
に支払側から評価の見直しに対する反
対意見が出た。しかし、小塩会長が「大
臣折衝による政府の決定を重く受け止
める」と発言し、決定事項は揺るがない
との状況でもあった。ただ、中医協の議
論のあり方については課題が残された。

①まずは2023年４月のオンライン資格
確認の原則義務化に向けて、さらなる
導入の加速化を図ること。その上で、
本経過措置は真にやむを得ない事情に
限定して対象を明確化し、最小限に留
めるものであるという前提の下、延長
を行わないこと。契約を締結したがシ
ステム整備未完了の場合の経過措置の
適用に当たっては、保険医療機関及び
保険薬局、システム事業者並びに導入
支援事業者に対し、当該経過措置は期
限を区切って更に導入を加速化するこ
とを目指したものであるという趣旨の
周知徹底を図るとともに、さらなる導
入に向けた取組を行い、2023年９月末
までにシステム整備を完了させること。
また、その他特に困難な事情がある場
合については、具体例を明確化し、特
に限定的に扱うこと。

②医療情報・システム基盤整備体制充実
加算に係る初診時・調剤時の追加的な
加算、再診時の加算及び加算に係るオ
ンライン請求要件の緩和並びに一般名
処方、後発品使用体制に係る加算及び

薬局における地域支援体制に係る加算
の上乗せ措置については、オンライン資
格確認に伴うマイナンバーカードを用い
ない場合の診療情報取得に係る医療機
関等の負荷・手間を考慮し、オンライン
資格確認等システムの導入・普及を徹
底していく観点及び医薬品の供給が不
安定な中、患者への適切な薬剤処方の
実施や薬局の地域における協力を促進
等していく観点から特例的に措置されて
いるものであることを踏まえ、2023年12
月末までの措置とし、延長は行わないこ
と。また、オンライン請求の導入やその
体制整備もあわせて強力に促進すること。

③医療情報・システム基盤整備体制充
実加算に係る評価の特例については、
本年８月10日の附帯意見２に照らして、
患者・国民の声の聴取と医療の質の向
上の状況に係る調査・検証についてま
だ行われていないとの指摘を踏まえ、
同附帯意見２と合わせて、早急に患者・
国民の声を丁寧かつ幅広く聴き、初診
時・調剤時及び今回追加された再診時
において、取得した医療情報の活用に
よる医療の質の向上の状況等について
十分に調査・検証を行うとともに、課
題が把握された場合には速やかに中医

協へ報告の上、対応を検討すること。

④医療情報・システム基盤整備体制充
実加算が、創設後、短期間のうちに見
直しが行われることを踏まえ、改めて、
医療 DXの基盤となるオンライン資格
確認について、患者がマイナンバー
カードを用いて医療機関等を受診する
ことで、健康・医療情報に関する多く
のデータに基づいた安心・安全でより
良い医療を受けることが可能になるな
ど、様々なメリットがあることについ
て、広く患者・国民が理解し、実感で
きるよう、関係者が連携して周知等に
取り組んでいくこと。

⑤一般名処方、後発品使用体制に係る
加算及び薬局における地域支援体制に
係る加算の上乗せ措置について、医薬
品の適切な提供に資する医療現場の取
組状況をよく把握するとともに、不安
定供給の対応を患者・国民に負担させ
るという問題の指摘を踏まえ、患者・
国民の声をよく聴き、その実施状況及
び安定供給問題への対応状況について
調査・検証を行い、課題が把握された
場合には速やかに中医協に報告の上、
対応を検討すること。（略）

答申書附帯意見
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　加藤勝信厚生労働大臣と鈴木俊一財
務大臣は昨年12月21日、2023年度予算
編成に向けた大臣折衝を行い、社会保
障関係費について、2022年度と比べ、
実質的な伸びを4,100億円（年金スライ
ド分除く）とすることで合意した。歳
出増の項目もあるなかで、2023年度の
薬価の中間年改定で得られる財源によ
り、支出増を抑えた形となっている。
　社会保障関係費に相当する予算の夏
の概算要求時点の対前年度増加額は
5,600億円程度であったので、1,500億
円程度の圧縮が行われたことになる。

薬価改定の影響額は3,100億円
　2023年度薬価改定では、2022年薬価
調査に基づき、改定の対象範囲につい
て、国民負担の軽減を図る観点から、
平 均 乖 離 率7.0％ の0.625倍（ 乖 離 率
4.375％）を超える品目を対象とした。
これは、全品目（約１万9,400品目）のう
ち69％（約１万3,400品目）に相当する。
　その上で、原材料費の高騰、安定供
給問題への対応、イノベーションへの
配慮の観点から、緊急・特例的な措置
を実施する。緊急・特例的な措置は大

きく２つで、「不採算品再算定の特例
適用」による薬価引上げ（1,100品目）と
新薬創出等加算の特例適用（従前薬価
と遜色ない水準）（150品目）となって
いる。これにより、薬価引下げの対象
品目は69％から48％（約9,300品目）に
落ちる。
　薬価改定の影響額は、薬剤費ベース
では▲3,100億円（国費▲722億円）に相
当するが、厚労省が、2022年薬価調査
に基づいて示した試算では、平均乖離率
0.625倍超を採用した場合の実勢価改定
のみの影響額は▲4,830億円であった。
　今回決定した薬価改定の影響額をみ
ると、▲3,100億円のうち、新薬が▲
780億円（新薬創出等加算対象▲10億
円）、長期収載品が▲1,240億円、後発
品が▲1,210億円、その他がプラス130
億円となっている。
　平均乖離率0.625倍を超えるのは１万
3,400品目。改定対象品目の割合は、新
薬が2,400品目のうち1,500品目で63％、
長期収載品が1,700品目のうち1,560品目
で89％、後発品が１万500品目のうち
8,650品目で82％、その他品目が4,700品
目のうち1,710品目で36％。新薬のなかで

新薬創出等加算対象は
600品目のうち240品目で
41％（下表参照）となっ
ている。
　実質的に初めての中間
年改定であった2021年度
薬価改定では、平均乖離
率8.0％の0.625倍（乖離率
５％）を超える品目が対
象となった。2023年度薬
価改定では、平均乖離率
が1.0ポイント下がったた
め、対象品目の割合も下
がったが、平均乖離率の0.625倍超と
いう水準を踏襲する形となった。
　一方で、市場実勢価格加重平均値調
整幅方式で改定する場合の調整幅は通
常改定と同じく２％とする。2021年度
薬価改定で適用した「新型コロナウイ
ルス感染症特例（0.8％）」のような一律
の削減額の緩和は実施しない。それで
も、2023年度薬価改定では、緊急・特
例的な適用が実施されるため、薬剤費
ベースの影響額は3,100億円に落ちる。
2021年度薬価改定の影響額は▲4,300億
円で、2023年度薬価改定よりも大きい。

　また、医薬品の供給が不安定ななか、
患者への適切な薬剤処方の実施や薬局
の地域における協力促進などの観点か
ら、2023年12月末までの間、一般名処
方、後発品の使用体制に係る加算、薬
局における地域支援体制に係る加算に
ついて上乗せ措置を講じることでも合
意された（４・５面参照）。

国立病院等の積立金を国庫返納
　財源確保のため、独立行政法人国立
病院機構と独立行政法人地域医療機能
推進機構の積立金（746億円）を、前倒
しで国庫返納させる。この取扱いにつ
いては、「前倒しの国庫返納」という法
律に規定された原則とは異なる対応で
あることから、「二法人が、コロナ医
療や各種政策医療を含め、法人に課せ
られた責務や地域医療における役割を
適切かつ確実に果たす運営を行うこと
ができるよう、最大限配慮する」と明
記した。

医療保険制度改革
　出産育児一時金は昨今の出産費用
の上昇を踏まえ、2023年４月から50
万円に引き上げる方針が決まってい
る。引上げの財源措置については、75
歳以上の後期高齢者にも新たに負担
を求める仕組みとする。ただ、2023
年度に限っては国が76億円の支援を
行い、後期高齢者の負担はない。2024
年度以降は、後期高齢者医療制度で
の負担を求めるが、経過措置として、
2024・2025年度の負担は２分の１とし、
2026年度から出産育児一時金全体に
対する負担分を負担してもらう。
　また、後期高齢者医療制度の医療費
を全世代で負担能力に応じて支え合う
形にするため、後期高齢者全体の負担
率を増やす。後期高齢者の負担増の特
例的な算定については、◇（2024年度
の）施行後１年内に新たに75歳に到達
する方を除き、賦課限度額を２年かけ
て段階的に引き上げる。具体的には、
2024年度に73万円、2025年度に80万円
とする◇年収211万円相当以下の所得
層に対しては、2024年度は制度改正分
を軽減した所得割とし、2025年度は制
度改正分を含む所得割とする。
　さらに、今回の医療保険制度改革で
は、65～ 74歳の前期高齢者の医療費
に対する財政調整の仕組みにおいて、

「加入者数に応じた調整」に加え、「報
酬水準に応じた調整」を部分的に導入
することになった。これにより、各保
険者の負担割合が変わる。これに伴い、
2024年度から特例的に、健康保険組合
への支援を430億円追加する。
　そのほか、オンライン資格確認の導
入・普及の徹底の観点から、2023年12
月までの間、初診時・調剤時における
追加的な加算、再診時における加算を
設定するとともに、加算に係るオンラ
イン請求の要件を緩和する（４・５面
参照）。

社会保障関係費の増加額を4,100億円に抑える
2023年度予算案大臣折衝 薬価改定の影響額は安定供給問題などに配慮し▲3,100億円
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　政府は昨年12月23日、2023年度予算
案を閣議決定した。厚生労働省予算案
は33兆1,686億円で、対前年度比5,382
億円増（1.6％増）。大部分を占める社
会保障関係費は、こども家庭庁移行分
を除き32兆8,514億円、同5,503億円増

（1.7％増）となった。新型コロナ対応
や医療介護DXなど夏の概算要求で要
望した予算の一定程度が、2022年度補
正予算で確保されており、両者を一体
としてみる必要がある。
　政府全体の社会保障関係費と厚労省
予算案の社会保障関係費は、主に子ど
も・子育て関連予算を内閣府と分け
合っており、計数が一致しない。2023
年度にはこども家庭庁が発足する。こ
ども家庭庁の2023年度予算案は４兆
8,104億円。厚労省予算案からは、こ
ども家庭庁に移行する厚労省関係部局
分（8,857億円）を除いている。
　厚労省予算案の社会保障関係費の内
訳は、年金が13兆78億円で対前年度比
2.5％増、医療が12兆2,356億円で同0.5％
増、介護が３兆6,959億円で同2.7％増、
雇用が539億円で同36.4％減、福祉等が
３兆8,582億円で同2.8％増。
　年金の伸びがやや高いのは、物価ス
ライド分の2,179億円があるため。公
的年金は物価上昇分を保障するとい
う機能がある。一方、一定の物価上
昇があると、平均余命の伸びと被保
険者の減少率を勘案し、年金額を調
整するマクロ経済スライドが発動し、
物価スライドによる伸びの一定部分
が減額される。
　医療費の内訳をみると、協会けんぽ
が１兆2,688億円で対前年度比2.2％増、
国 民 健 康 保 険 が３兆1,166億円で同
3.1％減、後期高齢者医療が５兆6,794
億円で同3.9％増。３制度合計が10兆
648億円で同1.4％増、公費負担医療が
１兆8,454億円で同1.4％増となっている。

電カル標準化やオン資普及目指す
　予算案の重点事項では、「コロナ禍
からの経済社会活動の回復を支える保
健・医療・介護の構築」、「成長と分配
の好循環に向けた『人への投資』」、「安
心できる暮らしと包摂社会の実現」を
３本柱とした。また、概算要求での要
望事項の多くを2022年度補正予算で計
上した。
　「コロナ禍からの経済社会活動の回
復を支える保健・医療・介護の構築」

の主な予算は、次のようになっている。
　新型コロナ対応は、2023年度予算案
で97億円、2022年度補正予算で３兆
3,584億円。2022年度補正予算で多く
を手当てした（デジタル庁計上分を含
む）。基本的には、これまでの新型コ
ロナ対応を継続するための予算と
なっており、年度内の予算を確保して
いる。
　具体的には、◇新型コロナ緊急包括
支援交付金による支援◇新型コロナワ
クチンの接種体制の確保◇感染拡大等
に備えた抗原定性検査キットの確保◇
感染症拡大等に備えた医療用物資の備
蓄◇水際対策を着実に推進するための
検疫体制の確保─などがある。
　一方、2023年度予算案では、◇新型
コロナ感染者等が発生した介護事業所
等のサービス継続支援◇抗インフルエ
ンザウイルス薬の備蓄◇保健所・地方
衛生研究所の体制・機能強化◇薬剤耐
性対策の推進─などを盛り込んだ。
　医療DXなどの予算も、2023年度予
算案で19億円、2022年度補正予算で
509億円と、2022年度補正予算で多く

を確保した（デジタル庁計上分を含む）。
　2022年度補正予算では、◇マイナン
バーカードと健康保険証の一体化に向
けた取組み（オンライン資格確認の用
途拡大等の推進）◇医療情報等の共有
基盤となる全国医療情報プラット
フォームの創設◇電子処方箋の安全か
つ正確な運用に向けた環境整備◇保
健医療福祉分野の公開鍵基盤（HPKI）
の普及◇診療報酬改定に関するDXの
取組みの推進◇整合的かつ効率的な
審査支払機能の運用に向けた国保総
合システムの整備◇予防接種事務デ
ジタル化等のための環境整備◇科学
的介護の推進に向けた体制・取組み
の強化─などを盛り込んだ。
　一方、2023年度予算案では、◇電子
カルテ情報の標準化の推進等◇医療分
野等のDXを踏まえたサイバーセキュ
リティ対策の推進◇ICTの推進等を踏
まえた薬局DXの推進、対人業務の充
実等◇科学的介護データ提供用データ
ベースの機能拡充─などがある。
　例えば、電子カルテ情報の標準化を
推進するための保健医療情報利活用推

進関連事業（5.3億円）では、異なる電
子カルテの医療機関同士でも医療情報
が共有できるよう、電子カルテ情報を
速やかに標準化し、その情報を全国の
医療機関等と患者本人が安全に閲覧で
きる仕組みの構築などを加速させる。
　医療分野におけるDXを踏まえたサ
イバーセキュリティ対策の推進では、
昨今、国内の医療機関を標的としたラ
ンサムウェアによるサイバー攻撃被害
が増加したことから、医療機関のサイ
バーセキュリティ対策の徹底を図る

（１億円）。専門家の派遣による感染原
因の特定や対応の指示などの初動支援
体制の強化など、これまでのサイバー
セキュリティ研修に加え、サイバー攻
撃を想定した訓練など実用性のある研
修を実施する。
　また、オンライン資格確認・電子処
方箋の推進のため、医療情報化支援基
金による支援で289億円を積んだ。オ
ンライン資格確認では、2022年度に集
中的なシステム導入経費の補助を行っ
ており、2022年度予算には700億円以
上を投入していた。

2022年度補正予算と一体の予算で医療DXなどを推進
2023年度厚労省予算案 コロナ禍からの経済社会の回復を支える保健・医療・介護の構築目指す

2022年度　第９回常任理事会の抄録　12月17日

【主な協議事項】
●正会員として以下の入会を承認した。
　埼玉県　　医療法人聖心会南古谷病
　　　　　　院　　　　　　
　　　　　　理事長　　曽山　鋼一
　神奈川県　医療法人社団協友会横浜
　　　　　　鶴見リハビリテーション
　　　　　　病院　　　　　　
　　　　　　院　長　　吉田　勝明
　正会員は合計2,542会員となった。
●賛助会員として以下の入会を承認し
　た。
　東京都　　アメリカン・エキスプレ   
               　ス・インターナショナル 
　　　　　　Inc
　　　　　  （代表取締役　吉本 浩之）
　賛助会員は合計115会員となった。
●福岡県支部事務局業務委託覚書の変 
　更について説明があり、承認された。
●災害時医療支援活動指定病院の申請
　について説明があり、以下の申請を

　承認した。
　広島県　　社会医療法人祥和会脳神
　　　　　　経センター大田記念病院
　　　　　　理事長　　大田　泰正
　熊本県　　医療法人社団順幸会阿蘇
　　　　　　立野病院　　　　　　
　　　　　　理事長　　上村　晋一
　災害時医療支援活動指定病院は合計
　123病院となった。
●全日本病院協会における研究活動及
　び公的研究費等の管理・監査の実施
　規程案について説明があり、承認さ
　れた。

【主な報告事項】
●審議会等の報告
　「中医協総会、薬価専門部会、調査
　実施小委員会」、「第8次医療計画等
　に関する検討会」、「高齢者医薬品適
　正使用検討会」、「医道審議会保健師
　助産師看護師分科会看護師特定行

　為・研修部会」、「社会保障審議会医
　療部会」、「循環器病対策推進協議
　会」、「厚生科学審議会がん登録部
　会」、「地域医療構想及び医師確保計
　画に関するワーキンググループ」、
　「医療介護総合確保促進会議」の報
　告があり、質疑が行われた。
●第64回全日本病院学会in広島の開
　催趣意書と広報活動について報告が
　行われた。

●病院機能評価の審査結果について
□主たる機能

【３rdG：Ver.2.0】～順不同
◎一般病院１
　京都府　　千春会病院
　岡山県　　金田病院
　広島県　　山﨑病院
　福岡県　　友田病院
◎一般病院２
　東京都　　江東病院

◎一般病院３
　東京都　　有明病院
◎リハビリテーション病院
　兵庫県　　明石リハビリテーション
　　　　　　病院
　熊本県　　熊本回生会病院
◎慢性期病院
　山口県　　安岡病院
　愛媛県　　西条愛寿会病院
　11月４日現在の認定病院は合計
　2023病院。そのうち、本会会員は
　851病院と、全認定病院の42.1％を
　占める。

【主な討議事項】
●かかりつけ医機能について討議し、
　全日病として「かかりつけ医機能に
　関する考え方」を文書化することと
　した。
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　厚生労働省の「医療情報の提供内容
等のあり方に関する検討会」（尾形裕也
座長）は１月12日、医療機能情報提供
制度の報告項目の追加について、大筋
で了承した。同日の委員からの意見を
踏まえ、報告事項の詳細は改めて調整
するが、年度内に６項目を告示で追加
する予定だ。
　医療機能情報提供制度では、病院な
どに対して、医療を受ける者が病院等
の選択を適切に行うために必要な情報
（医療機能情報）について、都道府県
への報告を義務付け、都道府県がその
情報を集約し、わかりやすく提供する
制度。医療に関する制度や保険診療に
おける診療行為など、医療法以外の制
度の事項も報告項目として設定してい
るが、担当部局などからの要望を受け
て、定期的に報告項目の見直しを行っ
ており、今回も見直しを検討すること
になった。
　追加する６項目は、①一般不妊治療、
生殖補助医療②オンライン資格確認
（マイナンバーカードの保険証利用）
により取得した診療情報の活用③電子
処方箋の発行④医師少数区域経験認定
医師⑤救急救命士、管理栄養士、栄養
士⑥医療安全対策─となっている。
　「一般不妊治療、生殖補助医療」は、
「対応することができる疾患または治療
の内容」の報告項目に追加する。2022年
度診療報酬改定により、生殖医療ガイ
ドラインを踏まえ、一定のエビデンス
のある医療技術が保険適用されている。
　医療保険被保険者のオンライン資格
確認については、報告項目に「オンライ
ン資格確認（マイナンバーカードの保険
証利用）により取得した診療情報を活用
した診療の実施の有無」を追加する。
　オンライン資格確認は、来年度から
医療機関・薬局に原則義務化される。
ただ、紙レセプトを使用している医療
機関・薬局は除外されるほか、昨年12
月23日に中医協が答申した療養担当規
則の改正省令では、オンライン資格確
認を導入できない、やむを得ない事情
がある医療機関・薬局に対して、それ
ぞれの事情に応じた経過措置が新たに
設定された。
　電子処方箋については、報告項目に

「電磁的記録をもつて作成された処方
箋の発行の可否」を追加する。電子処
方箋はオンライン資格確認の仕組みを
活用し、医療機関・薬局の義務ではな
いが、今年１月から運用が始まっている。
　医師少数区域経験認定医師につい
ては、提供サービスや医療連携体制に
関する報告項目に、「人数」を追加する。
医師少数区域等の医療に従事した医
師を厚生労働大臣が認定している。
　救急救命士、管理栄養士、栄養士
の職種については、それぞれ人員配
置の報告事項に追加する。救急救命
士は、救急救命処置が行える場所に
病院前だけでなく、救急外来が加わっ
た。管理栄養士や栄養士については、
配置を評価する診療報酬項目などが
増えている。これらのことが背景に
あると考えられる。
　医療安全対策については、第８次
医療計画の目標に関連し、「病院等の
管理者に医療事故調査制度について
の理解を促すための研修の受講割合」、
「病院における医療安全の取組への客
観的な評価により、当該取組を推進
していくため、他の病院から医療安
全対策に関して評価を受けている、ま
たは第三者評価を受審している病院
数の割合」を新たな項目として盛り込
むことになった。
　このため、医療安全対策に関する
報告項目に「医療事故調査制度に関す
る研修の管理者の受講の有無」、「医療
安全における医療
機関の連携による
評価の実施の有無」
を追加する。
　また、現行の医
療計画の項目であ
る「医療安全管理者
の配置」などを診
療所等の報告項目
とするほか、医療
の評価機関として
厚生労働大臣が定
めるものとして、
「一般財団法人日本
品 質 保 証 機 構 」
（JQA）を追加する。
　これらの提案に

対し、委員からさまざまな意見が出た
が、項目に追加すること自体への強い
反対はなかった。
　ただ、日本医療法人協会副会長の小
森直之委員は、「報告事項はできるだ
けシンプルに、医療機関になるべく負
担をかけないという方向性で、この場
で議論してきた。医療機能情報提供制
度以外で、医療法人の経営情報のデー
タベース構築でもさまざまな報告が求
められている。システムの工夫も行わ
れているが、医療機関にとって、報告
にかける時間が増えていくことは問題
だ。国民・患者にとって有用性のある
情報を提供するという観点で、報告事
項とするかを判断すべきで、なんでも
かんでも報告するということではない
と思う」と述べた。

医療機能情報提供制度の全国統一
　また、現在、医療機能情報提供制度
は全国統一システムの稼働に向け、作
業が続けられている。全国統一システ
ムでは、全国のデータを集約すること
になり、医療機関は共通基盤（G-MIS）
を通じて、各項目のデータを報告する。
厚労省は、G-MIS の活用により医療
機関の負担が軽減すると説明している。
全国統一システムと G-MIS の設計は、
今年10月までに完成する予定であり、
それ以降に医療機関へのアカウント付
与などサービス開始が順次始まる。住
民・患者が全国統一システムによる医

療情報を閲覧できるようになるのは、
2024年度頃と想定されている。
　なお、かかりつけ医機能が発揮され
る制度整備に関する検討も進められて
いる。まずは、法案を国会で成立させ
る必要があり、かかりつけ医機能の具
体的な検討はその後となる。したがっ
て、全国統一システムを開始する段階
で、医療機関のかかりつけ医機能の医
療情報が含まれる可能性は低い。　

ネットパトロール事業の現況
　そのほか、ネットパトロール事業の
報告があった。医療機関のホームペー
ジに起因する美容医療サービスに関す
る消費者トラブルなどがあり、厚労省
が作成するガイドラインに違反する
ホームページに対するネットパトロー
ル事業が実施されている。
　2021年度末時点の対応状況をみると、
通報受付による違反ありのウエブペー
ジは748サイト（1,087施設）、委託事業
者によるネットパトロールの監視での
違反ありのウエブページは99サイト
（113施設）であった。通報受付件数の
86％、監視件数の93％が改善している。

報告事項にオンライン資格確認など６項目を追加
厚労省・医療情報提供内容検討会

■ 現在募集中の研修会（詳細な案内は全日病ホームページを参照）
研修会名（定員） 期日【会場】 参加費 会員（会員以外）（税込） 備考

「病院情報セキュリティ対策
─サイバー攻撃対策と
医療情報 BCP ─」セミナー

（ＷＥＢ開催）　　　　　　　  100名
2023年２月20日（月） 5,500円（8,800円）

病院へのサイバー攻撃が相次いでいる。電子カルテシス
テムを外部ネットワークと隔離してもサイバー攻撃は防
げない。サイバー攻撃は受けるものというゼロトラスト
を大前提とした対策が必要。また、BCPの一環として、
サイバー攻撃時の対応手順を具体的に作成することが重
要になる。

在宅医療における病院の役割研修会
─地域で異なる病院の役割─

（ＷＥＢ開催）　　　　　　　　  80名
2023年２月23日（木・祝） 11,000円（16,500円）

地域密着型医療を目指す病院に在宅医療への取組みが
求められている。今回の研修会では、第８次医療計画
の位置づけに関する講演を実施する。次いで、人口密
度の高い大都市・地方の県庁所在地・人口減高齢化の
進む地域の３つのそれぞれの地域における在宅医療の
事例発表を行う。

2040年に生き残るための
経営セミナー　「医師の働き方改革」

（ＷＥＢ開催）　　　　　  100病院
2023年２月28日（火） 8,800円（11,000円）

2024年度に医師の働き方改革が施行される。労働時間
短縮の取組みとともに、「医師の宿日直許可」の取得が重
要になる。セミナーでは、「医師の宿日直許可」の取得の
経緯についての報告を含め、制度概要や厚生労働省の対
応、民間病院の事例に関する講演を実施する。

病院の多職種リーダー研修会
─専門職から組織人へ─

（ＷＥＢ開催）　　　　　　 　48名

第1会合　2023年２月24日（金）
第2会合　2023年３月10日（金）
第3会合　2023年３月24日（金）

38,500円（49,500円）

病院職員が自分の職域のみならず地域や病院全体の課
題を検討し、その解決策を模索することを目的にセミ
ナーを実施している。さまざまな職種の職員がその専
門技術を習得するだけでなく、組織全体を見渡し、さ
らには経営参画できる人材を育成することが病院に求
められている。
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